
徳 島 県 薬 物 の 濫 用 の 防 止 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

徳 島 県 薬 物 の 濫 用 の 防 止 に 関 す る 条 例 （ 平 成 二 十 四 年 徳 島 県 条 例 第 七 十 二 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 二 条 第 六 号 中 「 昭 和 三 十 五 年 法 律 第 百 四 十 五 号 」 の 下 に 「 。 以 下 「 医 薬 品 医 療 機 器 等 法 」 と い う 。 」 を 加 え 、 同 条 第 七 号 中 「 そ れ を 濫 用 す る こ と に よ り 」

を 「 人 の 身 体 に 使 用 さ れ た 場 合 に 」 に 、 「 認 め ら れ る も の 」 を 「 認 め ら れ る 又 は 生 じ る お そ れ が あ る も の （ 医 薬 品 医 療 機 器 等 法 第 二 条 第 一 項 に 規 定 す る 医 薬 品 、

酒 類 及 び た ば こ を 除 く 。 以 下 「 危 険 薬 物 」 と い う 。 ） 」 に 改 め る 。

第 六 条 に 次 の 二 項 を 加 え る 。

2 医 師 は 、 診 察 の 結 果 、 受 診 者 が 危 険 薬 物 を 吸 入 、 吸 引 、 摂 取 そ の 他 の 方 法 に よ り 身 体 に 使 用 し た こ と に よ る 中 毒 症 状 を 呈 す る も の で あ る と 診 断 し た と き は 、

そ の 症 状 そ の 他 規 則 で 定 め る 情 報 を 知 事 に 提 供 す る よ う 努 め な け れ ば な ら な い 。

3 県 民 は 、 家 族 、 知 人 そ の 他 の 者 に つ い て 、 危 険 薬 物 の 製 造 、 販 売 等 又 は 身 体 に 使 用 し た こ と に よ る 健 康 被 害 に 関 す る 情 報 を 入 手 し た と き は 、 知 事 に 提 供 す

る よ う 努 め る も の と す る 。

第 二 十 一 条 中 「 第 十 七 条 か ら 前 条 ま で 」 を 「 第 二 十 五 条 、 第 二 十 六 条 及 び 前 条 」 に 改 め 、 同 条 を 第 二 十 九 条 と し 、 同 条 の 前 に 次 の 一 条 を 加 え る 。

第 二 十 八 条 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 者 は 、 二 十 万 円 以 下 の 罰 金 に 処 す る 。

一 第 二 十 条 第 二 項 及 び 第 三 項 の 規 定 に よ る 報 告 を せ ず 、 若 し く は 虚 偽 の 報 告 を し 、 又 は こ れ ら の 規 定 に よ る 立 入 調 査 を 拒 み 、 妨 げ 、 若 し く は 忌 避 し 、 若 し

く は こ れ ら の 規 定 に よ る 質 問 に 対 し 答 弁 を せ ず 、 若 し く は 虚 偽 の 答 弁 を し た 者

二 第 二 十 二 条 第 一 項 又 は 第 三 項 の 規 定 に よ る 命 令 （ 第 二 十 一 条 第 一 項 第 四 号 に 係 る も の を 除 く 。 ） に 違 反 し た 者

第 二 十 条 を 削 る 。

第 四 十 三 号
徳 島 県 薬 物 の 濫 用 の 防 止 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 に つ い て

徳 島 県 薬 物 の 濫 用 の 防 止 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 次 の よ う に 定 め る 。

平 成 二 十 七 年 二 月 十 二 日 提 出

徳 島 県 知 事 飯 泉 嘉 門

第 四 十 三 号 徳 島 県 薬 物 の 濫 用 の 防 止 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 に つ い て
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第 十 九 条 中 「 第 十 一 条 第 四 号 」 を 「 第 十 九 条 第 四 号 」 に 改 め 、 同 条 を 第 二 十 七 条 と す る 。

第 十 八 条 第 一 号 中 「 第 十 一 条 第 一 号 又 は 第 二 号 」 を 「 第 十 九 条 第 一 号 又 は 第 二 号 」 に 改 め 、 同 条 第 二 号 中 「 第 十 四 条 」 を 「 第 二 十 二 条 第 二 項 又 は 第 四 項 」 に 、

「 第 十 三 条 第 一 項 第 三 号 」 を 「 第 二 十 一 条 第 一 項 第 十 四 号 」 に 改 め 、 同 条 を 第 二 十 六 条 と す る 。

第 十 七 条 中 「 第 十 四 条 」 を 「 第 二 十 二 条 第 二 項 又 は 第 四 項 」 に 、 「 第 十 三 条 第 一 項 第 一 号 又 は 第 二 号 」 を 「 第 二 十 一 条 第 一 項 第 十 二 号 又 は 第 十 三 号 」 に 改 め 、

同 条 を 第 二 十 五 条 と す る 。

第 十 六 条 を 第 二 十 四 条 と す る 。

第 十 五 条 第 一 項 中 「 第 二 条 第 七 号 に 掲 げ る 薬 物 」 を 「 危 険 薬 物 」 に 、 「 第 八 条 第 一 項 」 を 「 第 十 六 条 第 一 項 」 に 改 め 、 同 条 を 第 二 十 三 条 と す る 。

第 十 四 条 第 二 項 各 号 列 記 以 外 の 部 分 中 「 前 条 第 一 項 第 一 号 か ら 第 三 号 ま で 」 を 「 前 条 第 一 項 第 十 二 号 か ら 第 十 四 号 ま で 」 に 改 め 、 同 項 第 二 号 中 「 前 条 第 一 項

第 一 号 か ら 第 三 号 ま で 」 を 「 前 条 第 一 項 第 十 二 号 か ら 第 十 四 号 ま で 」 に 、 「 同 項 第 一 号 か ら 第 三 号 ま で 」 を 「 同 項 第 十 二 号 か ら 第 十 四 号 ま で 」 に 改 め 、 同 項 を

同 条 第 四 項 と し 、 同 項 の 前 に 次 の 一 項 を 加 え る 。

3 知 事 は 、 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る と き は 、 前 条 第 一 項 第 一 号 か ら 第 七 号 ま で の い ず れ か に 該 当 す る 者 に 対 し 、 同 項 の 警 告 を 発 す る こ と な く 、 知 事 監

視 製 品 等 の 販 売 等 の 手 続 を 命 じ 、 又 は 危 険 薬 物 及 び 知 事 監 視 製 品 の 回 収 そ の 他 必 要 な 措 置 を 採 る こ と を 命 ず る こ と が で き る 。

一 薬 物 の 濫 用 に よ る 危 害 か ら 県 民 の 健 康 及 び 安 全 を 守 る た め 緊 急 を 要 す る 場 合 で 、 前 条 第 一 項 の 警 告 を 発 す る い と ま が な い と き 。

二 前 条 第 一 項 第 一 号 か ら 第 七 号 ま で の い ず れ か に 該 当 す る 者 が 、 過 去 に 同 項 の 警 告 （ 同 項 第 一 号 か ら 第 七 号 ま で に 係 る も の に 限 る 。 ） を 受 け た こ と が あ る

と き 。

第 十 四 条 第 一 項 中 「 同 項 第 一 号 か ら 第 三 号 ま で 」 を 「 同 項 第 十 二 号 か ら 第 十 四 号 ま で 」 に 改 め 、 同 項 を 同 条 第 二 項 と し 、 同 条 に 第 一 項 と し て 次 の 一 項 を 加 え 、

同 条 を 第 二 十 二 条 と す る 。

知 事 は 、 前 条 第 一 項 の 警 告 （ 同 項 第 一 号 か ら 第 七 号 ま で に 係 る も の に 限 る 。 ） に 従 わ な い 者 に 対 し 、 危 険 薬 物 の 容 器 等 へ の 記 載 事 項 の 記 載 、 知 事 監 視 製 品

の 販 売 等 の 届 出 、 知 事 監 視 製 品 の 販 売 等 の 際 の 説 明 書 の 交 付 若 し く は 誓 約 書 の 徴 収 、 知 事 監 視 製 品 に 関 す る 説 明 書 の 提 出 若 し く は 改 善 、 第 十 三 条 第 七 項 の 規

則 で 定 め る 事 項 の 書 面 へ の 記 載 若 し く は 当 該 書 面 若 し く は 誓 約 書 の 保 存 （ 以 下 「 知 事 監 視 製 品 等 の 販 売 等 の 手 続 」 と い う 。 ） を 命 じ 、 又 は 危 険 薬 物 及 び 知 事

監 視 製 品 の 回 収 そ の 他 必 要 な 措 置 を 採 る こ と を 命 ず る こ と が で き る 。

第 十 三 条 第 一 項 第 六 号 中 「 第 十 一 条 第 六 号 」 を 「 第 十 九 条 第 六 号 」 に 改 め 、 同 号 を 同 項 第 十 七 号 と し 、 同 項 第 五 号 中 「 第 十 一 条 第 五 号 」 を 「 第 十 九 条 第 五 号 」

に 改 め 、 同 号 を 同 項 第 十 六 号 と し 、 同 項 第 四 号 中 「 第 十 一 条 第 四 号 」 を 「 第 十 九 条 第 四 号 」 に 改 め 、 同 号 を 同 項 第 十 五 号 と し 、 同 項 第 三 号 中 「 第 十 一 条 第 三 号 」

を 「 第 十 九 条 第 三 号 」 に 改 め 、 同 号 を 同 項 第 十 四 号 と し 、 同 項 第 二 号 中 「 第 十 一 条 第 二 号 」 を 「 第 十 九 条 第 二 号 」 に 改 め 、 同 号 を 同 項 第 十 三 号 と し 、 同 項 第 一

号 中 「 第 十 一 条 第 一 号 」 を 「 第 十 九 条 第 一 号 」 に 改 め 、 同 号 を 同 項 第 十 二 号 と し 、 同 項 に 第 一 号 か ら 第 十 一 号 ま で と し て 次 の 十 一 号 を 加 え る 。
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一 第 九 条 第 一 項 の 規 定 に 違 反 し て 危 険 薬 物 の 容 器 等 に 同 項 各 号 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 せ ず 又 は 虚 偽 の 記 載 を し た 者

二 第 十 三 条 第 一 項 又 は 第 九 項 の 規 定 に 違 反 し て 届 出 を し な か っ た 者

三 第 十 三 条 第 三 項 の 規 定 に 違 反 し て 説 明 書 を 交 付 せ ず 、 若 し く は そ の 内 容 の 説 明 を せ ず 、 又 は 同 条 第 六 項 の 規 定 に 違 反 し て 誓 約 書 の 提 出 を 受 け ず に 知 事 監

視 製 品 を 販 売 し 、 若 し く は 授 与 し た 者

四 第 十 三 条 第 四 項 の 規 定 に よ る 説 明 書 の 提 出 の 求 め に 応 じ な か っ た 者

五 第 十 三 条 第 五 項 の 規 定 に よ る 説 明 書 の 改 善 の 指 導 に 応 じ な か っ た 者

六 第 十 三 条 第 七 項 の 規 定 に 違 反 し て 同 項 の 規 則 で 定 め る 事 項 を 書 面 に 記 載 し な か っ た 者

七 第 十 三 条 第 八 項 の 規 定 に 違 反 し て 誓 約 書 又 は 同 条 第 七 項 の 規 則 で 定 め る 事 項 を 記 載 し た 書 面 を 保 存 し な か っ た 者

八 第 十 四 条 第 一 項 の 規 定 に 違 反 し て 誓 約 書 を 提 出 し な か っ た 者

九 第 十 四 条 第 二 項 の 規 定 に 違 反 し て 誓 約 書 の 内 容 を 遵 守 し な か っ た 者

十 第 十 五 条 第 一 項 の 規 定 に 違 反 し て 誓 約 そ の 他 同 項 の 規 則 で 定 め る 事 項 を 記 載 し た 書 面 を 提 出 し な か っ た 者

十 一 第 十 五 条 第 三 項 の 規 定 に 違 反 し て 同 条 第 一 項 の 書 面 及 び 同 条 第 二 項 の 説 明 書 の 内 容 を 遵 守 し な か っ た 者

第 十 三 条 第 一 項 に 次 の 一 号 を 加 え る 。

十 八 第 十 九 条 第 七 号 の 規 定 に 違 反 し て 危 険 薬 物 を 吸 入 、 吸 引 、 摂 取 そ の 他 の 人 の 中 枢 神 経 系 に 興 奮 等 の 作 用 を 及 ぼ す 方 法 に よ り み だ り に 使 用 し た 者

第 十 三 条 第 二 項 中 「 第 四 号 」 を 「 第 十 五 号 及 び 第 十 八 号 」 に 改 め 、 同 条 を 第 二 十 一 条 と す る 。

第 十 二 条 第 四 項 中 「 第 一 項 及 び 第 二 項 」 を 「 第 一 項 か ら 第 四 項 ま で 」 に 改 め 、 同 項 を 同 条 第 六 項 と し 、 同 条 第 三 項 中 「 前 二 項 」 を 「 前 各 項 」 に 改 め 、 同 項 を

同 条 第 五 項 と し 、 同 条 第 二 項 中 「 医 薬 品 、 医 療 機 器 等 の 品 質 、 有 効 性 及 び 安 全 性 の 確 保 等 に 関 す る 法 律 」 を 「 医 薬 品 医 療 機 器 等 法 」 に 改 め 、 同 項 を 同 条 第 四 項

と し 、 同 条 第 一 項 を 同 条 第 三 項 と し 、 同 条 に 第 一 項 及 び 第 二 項 と し て 次 の 二 項 を 加 え 、 同 条 を 第 二 十 条 と す る 。

知 事 は 、 こ の 条 例 の 施 行 に 必 要 な 限 度 に お い て 、 危 険 薬 物 若 し く は こ れ に 該 当 す る 疑 い の あ る 物 （ 知 事 指 定 薬 物 及 び 知 事 監 視 製 品 並 び に こ れ ら に 該 当 す る

疑 い の あ る 物 を 除 く 。 ） を 販 売 し 、 授 与 し 、 販 売 若 し く は 授 与 の 目 的 で 所 持 し 、 若 し く は 人 の 身 体 に み だ り に 使 用 し た 者 に 対 し て 、 必 要 な 報 告 を さ せ 、 又 は

そ の 職 員 に 、 こ れ ら の 物 を 業 務 上 取 り 扱 う 場 所 そ の 他 こ れ ら の 行 為 に 関 係 の あ る 場 所 に 立 ち 入 り 、 帳 簿 書 類 そ の 他 の 物 件 を 調 査 さ せ 、 若 し く は 関 係 者 に 質 問

さ せ る こ と が で き る 。

2 知 事 は 、 こ の 条 例 の 施 行 に 必 要 な 限 度 に お い て 、 知 事 監 視 製 品 若 し く は こ れ に 該 当 す る 疑 い の あ る 物 を 販 売 し 、 授 与 し 、 若 し く は 販 売 若 し く は 授 与 の 目 的

で 所 持 し た 者 に 対 し て 、 必 要 な 報 告 を さ せ 、 又 は そ の 職 員 に 、 こ れ ら の 物 を 業 務 上 取 り 扱 う 場 所 そ の 他 こ れ ら の 行 為 に 関 係 の あ る 場 所 に 立 ち 入 り 、 帳 簿 書 類

そ の 他 の 物 件 を 調 査 さ せ 、 若 し く は 関 係 者 に 質 問 さ せ る こ と が で き る 。
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第 十 一 条 に 次 の 一 号 を 加 え 、 同 条 を 第 十 九 条 と す る 。

七 危 険 薬 物 （ 知 事 指 定 薬 物 を 除 く 。 ） を 吸 入 、 吸 引 、 摂 取 そ の 他 の 人 の 中 枢 神 経 系 に 興 奮 等 の 作 用 を 及 ぼ す 方 法 に よ り 人 の 身 体 に み だ り に 使 用 し て は な ら

な い 。

第 十 条 の 見 出 し を 「 （ 知 事 指 定 薬 物 の 指 定 の 解 除 ） 」 に 改 め 、 同 条 第 一 項 中 「 第 八 条 第 一 項 」 を 「 第 十 六 条 第 一 項 」 に 改 め 、 同 条 第 二 項 中 「 第 八 条 第 二 項 本 文

及 び 第 四 項 」 を 「 第 十 六 条 第 二 項 本 文 及 び 第 四 項 」 に 改 め 、 同 条 を 第 十 八 条 と す る 。

第 九 条 の 見 出 し を 「 （ 知 事 指 定 薬 物 の 指 定 の 失 効 ） 」 に 改 め 、 同 条 第 三 項 中 「 第 十 七 条 か ら 第 二 十 一 条 ま で 」 を 「 第 二 十 五 条 か ら 第 二 十 九 条 ま で 」 に 改 め 、 同

条 を 第 十 七 条 と す る 。

第 八 条 の 見 出 し を 「 （ 知 事 指 定 薬 物 の 指 定 ） 」 に 改 め 、 同 条 第 一 項 中 「 第 二 条 第 七 号 に 掲 げ る 薬 物 」 を 「 危 険 薬 物 」 に 改 め 、 「 認 め る も の 」 の 下 に 「 で あ っ て

人 の 身 体 に 使 用 さ れ た 場 合 に 人 の 健 康 に 危 害 が 生 じ る と 認 め ら れ る も の 」 を 加 え 、 同 条 第 二 項 た だ し 書 を 次 の よ う に 改 め る 。

た だ し 、 次 に 掲 げ る 場 合 は 、 こ の 限 り で な い 。

一 県 民 の 健 康 及 び 安 全 を 守 る た め 緊 急 を 要 す る 場 合 で 、 あ ら か じ め 徳 島 県 薬 事 審 議 会 の 意 見 を 聴 く い と ま が な い と き 。

二 薬 物 の 濫 用 を 防 止 す る た め の 規 制 を 定 め る 都 道 府 県 の 条 例 で あ っ て 規 則 で 定 め る も の に 基 づ き 、 前 項 の 規 定 に よ る 指 定 に 相 当 す る 指 定 が な さ れ た と き 。

第 八 条 を 第 十 六 条 と し 、 第 七 条 の 次 に 次 の 八 条 を 加 え る 。

（ 危 険 薬 物 の 濫 用 者 へ の 治 療 等 ）

第 八 条 県 は 、 危 険 薬 物 を 濫 用 し て い る 者 に 対 し て 治 療 及 び 社 会 復 帰 の 支 援 を 行 う と と も に 、 そ の 家 族 へ の 支 援 を 行 う も の と す る 。

（ 危 険 薬 物 の 販 売 等 の 手 続 ）

第 九 条 危 険 薬 物 を 販 売 し 、 又 は 授 与 し よ う と す る 者 は 、 販 売 し 、 又 は 授 与 す る 危 険 薬 物 の 直 接 の 容 器 又 は 被 包 （ 以 下 「 容 器 等 」 と い う 。 ） に 次 に 掲 げ る 事 項

を 記 載 し な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 正 当 な 理 由 が あ る 場 合 と し て 規 則 で 定 め る 場 合 は 、 こ の 限 り で な い 。

一 当 該 危 険 薬 物 に 第 二 条 第 一 号 か ら 第 六 号 ま で に 掲 げ る 薬 物 及 び 第 十 六 条 第 四 項 に 規 定 す る 知 事 指 定 薬 物 が 含 ま れ て い な い こ と を 確 認 し て い る こ と 。

二 当 該 危 険 薬 物 の 成 分 及 び そ の 含 有 量

（ 知 事 監 視 製 品 の 指 定 ）

第 十 条 知 事 は 、 危 険 薬 物 の う ち 、 そ の 名 称 、 成 分 、 使 用 方 法 等 の 表 示 内 容 、 販 売 場 所 、 販 売 方 法 、 広 告 そ の 他 の 情 報 か ら 、 そ の 用 途 及 び 使 用 方 法 に 反 し て 、

吸 入 、 吸 引 、 摂 取 そ の 他 の 方 法 に よ り 身 体 に 使 用 さ れ る お そ れ が あ る と 認 め る も の を 指 定 す る こ と が で き る 。

2 知 事 は 、 前 項 の 規 定 に よ る 指 定 を し よ う と す る と き は 、 あ ら か じ め 、 徳 島 県 薬 事 審 議 会 の 意 見 を 聴 か な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 県 民 の 健 康 及 び 安 全 を 守

る た め 緊 急 を 要 す る 場 合 で 、 あ ら か じ め 徳 島 県 薬 事 審 議 会 の 意 見 を 聴 く い と ま が な い と き は 、 こ の 限 り で な い 。
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3 前 項 た だ し 書 の 場 合 に お い て は 、 知 事 は 、 第 一 項 の 規 定 に よ る 指 定 を 行 っ た 後 、 速 や か に 、 そ の 旨 を 徳 島 県 薬 事 審 議 会 に 報 告 す る も の と す る 。

4 第 一 項 の 規 定 に よ る 指 定 は 、 同 項 の 規 定 に よ り 指 定 さ れ た 薬 物 （ 以 下 「 知 事 監 視 製 品 」 と い う 。 ） を 特 定 で き る 情 報 、 指 定 の 理 由 、 指 定 の 効 力 発 生 の 日 そ

の 他 必 要 な 事 項 を 公 示 す る こ と に よ っ て 行 う も の と す る 。

（ 知 事 監 視 製 品 の 指 定 の 失 効 ）

第 十 一 条 前 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 指 定 は 、 知 事 監 視 製 品 が 第 二 条 第 一 号 か ら 第 六 号 ま で に 掲 げ る 薬 物 若 し く は 第 十 六 条 第 四 項 に 規 定 す る 知 事 指 定 薬 物 に 該 当

す る に 至 っ た と き 又 は 知 事 監 視 製 品 に つ い て 医 薬 品 医 療 機 器 等 法 第 七 十 六 条 の 六 の 二 第 一 項 の 規 定 に よ る 禁 止 が な さ れ た と き は 、 そ の 効 力 を 失 う も の と す

る 。

2 知 事 は 、 前 項 の 規 定 に よ り 知 事 監 視 製 品 の 指 定 の 効 力 が 失 わ れ た と き は 、 当 該 知 事 監 視 製 品 を 特 定 で き る 情 報 、 効 力 が 失 わ れ た 理 由 そ の 他 必 要 な 事 項 を 公

示 す る も の と す る 。

3 第 二 十 八 条 か ら 第 三 十 条 ま で の 規 定 は 、 第 一 項 の 規 定 に よ り 知 事 監 視 製 品 の 指 定 の 効 力 が 失 わ れ る 前 に し た 行 為 に つ い て も 、 適 用 す る 。

（ 知 事 監 視 製 品 の 指 定 の 解 除 ）

第 十 二 条 知 事 は 、 前 条 第 一 項 に 規 定 す る 場 合 の ほ か 、 第 十 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 指 定 の 必 要 が な く な っ た と 認 め る と き 又 は 当 該 指 定 を 継 続 す る こ と が 適 当 で

な い と 認 め る と き は 、 当 該 指 定 を 解 除 し な け れ ば な ら な い 。

2 第 十 条 第 二 項 本 文 及 び 第 四 項 の 規 定 は 、 前 項 の 規 定 に よ る 指 定 の 解 除 に つ い て 準 用 す る 。

（ 知 事 監 視 製 品 の 届 出 及 び 販 売 等 の 手 続 ）

第 十 三 条 知 事 監 視 製 品 を 、 業 と し て 、 販 売 し 、 授 与 し 、 又 は 販 売 若 し く は 授 与 の 目 的 で 所 持 し よ う と す る 者 は 、 あ ら か じ め 、 規 則 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 販

売 し 、 授 与 し 、 又 は 販 売 若 し く は 授 与 の 目 的 で 所 持 す る 場 所 ご と に 知 事 に 届 け 出 な け れ ば な ら な い 。

2 知 事 は 、 前 項 の 規 定 に よ る 届 出 が あ っ た と き は 、 当 該 届 出 を し た 者 （ 以 下 「 販 売 業 者 」 と い う 。 ） の 氏 名 （ 法 人 に あ っ て は 、 名 称 ） そ の 他 規 則 で 定 め る 事

項 を 公 示 す る も の と す る 。

3 販 売 業 者 は 、 知 事 監 視 製 品 を 販 売 し 、 又 は 授 与 す る と き は 、 購 入 し 、 又 は 譲 り 受 け よ う と す る 者 に 対 し 、 当 該 知 事 監 視 製 品 に 関 す る 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載

し た 書 面 （ 以 下 「 説 明 書 」 と い う 。 ） を 交 付 の 上 、 そ の 内 容 を 説 明 し な け れ ば な ら な い 。

一 名 称 、 用 途 及 び 使 用 方 法

二 み だ り に 吸 入 、 吸 引 、 摂 取 そ の 他 の 方 法 に よ り 身 体 に 使 用 し て は な ら な い こ と そ の 他 遵 守 す べ き 事 項

三 前 二 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、 適 正 か つ 安 全 な 使 用 の た め に 必 要 な 情 報

4 知 事 は 、 説 明 書 の 内 容 を 確 認 す る た め 、 販 売 業 者 に 対 し 、 当 該 説 明 書 の 提 出 を 求 め る こ と が で き る 。
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5 知 事 は 、 前 項 の 規 定 に よ り 提 出 さ れ た 説 明 書 の 内 容 が 適 正 か つ 安 全 な 使 用 の た め に 十 分 で な い と 認 め る と き は 、 販 売 業 者 に 対 し 、 当 該 説 明 書 の 改 善 を 指 導

す る こ と が で き る 。

6 販 売 業 者 は 、 知 事 監 視 製 品 を 販 売 し 、 又 は 授 与 す る と き は 、 購 入 し 、 又 は 譲 り 受 け よ う と す る 者 か ら 、 住 所 及 び 氏 名 （ 法 人 に あ っ て は 、 所 在 地 及 び 名 称 ） 、

説 明 書 の 記 載 内 容 を 遵 守 し 、 み だ り に 吸 入 、 吸 引 、 摂 取 そ の 他 の 方 法 に よ り 身 体 に 使 用 し な い 旨 の 誓 約 そ の 他 規 則 で 定 め る 事 項 を 記 載 し た 書 面 （ 以 下 「 誓 約

書 」 と い う 。 ） の 提 出 を 受 け な け れ ば な ら な い 。

7 販 売 業 者 は 、 知 事 監 視 製 品 を 購 入 し 、 又 は 譲 り 受 け た と き は 、 そ の 都 度 、 規 則 で 定 め る 事 項 を 書 面 に 記 載 し て お か な け れ ば な ら な い 。

8 販 売 業 者 は 、 知 事 監 視 製 品 を 販 売 し 、 若 し く は 授 与 し 、 又 は 購 入 し 、 若 し く は 譲 り 受 け た 日 か ら 三 年 間 、 誓 約 書 及 び 前 項 の 規 則 で 定 め る 事 項 を 記 載 し た 書

面 を 保 存 し な け れ ば な ら な い 。

9 販 売 業 者 は 、 第 一 項 の 規 定 に よ り 届 け 出 た 事 項 を 変 更 し た と き は 、 そ の 日 か ら 十 五 日 以 内 に 、 規 則 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 知 事 に そ の 旨 を 届 け 出 な け れ ば

な ら な い 。

10 販 売 業 者 は 、 知 事 監 視 製 品 を 販 売 し な く な っ た と き 、 授 与 し な く な っ た と き 、 又 は 販 売 若 し く は 授 与 の 目 的 で 所 持 し な く な っ た と き は 、 そ の 日 か ら 十 五 日

以 内 に 、 規 則 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 知 事 に そ の 旨 を 届 け 出 な け れ ば な ら な い 。

11 知 事 は 、 前 二 項 の 規 定 に よ る 届 出 が あ っ た と き は 、 当 該 届 出 を し た 販 売 業 者 の 氏 名 （ 法 人 に あ っ て は 、 名 称 ） そ の 他 規 則 で 定 め る 事 項 を 公 示 す る も の と す

る 。
（ 販 売 業 者 か ら 購 入 等 を す る 者 の 手 続 等 ）

第 十 四 条 販 売 業 者 か ら 知 事 監 視 製 品 を 購 入 し 、 又 は 譲 り 受 け よ う と す る 者 は 、 誓 約 書 を 当 該 販 売 業 者 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。

2 前 項 の 規 定 に よ り 誓 約 書 を 提 出 し た 者 は 、 そ の 内 容 を 遵 守 し な け れ ば な ら な い 。

（ 販 売 業 者 以 外 の 者 か ら 購 入 等 を し た 者 の 手 続 等 ）

第 十 五 条 販 売 業 者 以 外 の 者 か ら 知 事 監 視 製 品 を 購 入 し 、 又 は 譲 り 受 け た 者 （ 販 売 業 者 を 除 く 。 ） は 、 当 該 知 事 監 視 製 品 を 県 内 で 所 持 し た と き は 、 直 ち に 、 住

所 及 び 氏 名 （ 法 人 に あ っ て は 、 所 在 地 及 び 名 称 ） 、 み だ り に 吸 入 、 吸 引 、 摂 取 そ の 他 の 方 法 に よ り 身 体 に 使 用 し な い 旨 の 誓 約 そ の 他 規 則 で 定 め る 事 項 を 記 載

し た 書 面 を 知 事 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。

2 知 事 は 、 前 項 の 規 定 に よ り 書 面 を 提 出 し た 者 に 対 し 、 そ の 者 が 購 入 し 、 又 は 譲 り 受 け た 知 事 監 視 製 品 に 関 す る 説 明 書 を 交 付 す る も の と す る 。

3 第 一 項 の 規 定 に よ り 書 面 を 提 出 し た 者 は 、 当 該 書 面 及 び 前 項 の 規 定 に よ り 交 付 さ れ た 説 明 書 の 内 容 を 遵 守 し な け れ ば な ら な い 。

本 則 に 次 の 一 条 を 加 え る 。

第 三 十 条 第 二 十 一 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 警 告 （ 同 項 第 八 号 か ら 第 十 一 号 ま で 及 び 第 十 八 号 に 係 る も の に 限 る 。 ） に 従 わ な い 者 は 、 五 万 円 以 下 の 過 料 に 処 す る 。
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附 則

1 こ の 条 例 は 、 平 成 二 十 七 年 七 月 一 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 第 八 条 第 二 項 た だ し 書 の 改 正 規 定 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。

2 こ の 条 例 の 施 行 前 に し た 行 為 に 対 す る 罰 則 の 適 用 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。

提 案 理 由

最 近 に お け る い わ ゆ る 危 険 ド ラ ッ グ に よ る 危 害 の 発 生 の 状 況 に 鑑 み 、 規 制 の 対 象 と な る 薬 物 の 範 囲 を 拡 大 す る と と も に 、 薬 物 の 濫 用 を 防 止 す る た め の 規 制 を

強 化 す る 等 の 必 要 が あ る 。 こ れ が 、 こ の 条 例 案 を 提 出 す る 理 由 で あ る 。
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